
町は、10月から消費税・地方消費税率が引き上げら
れることに伴う家計への影響を緩和し、地域の消費を下
支えすることを目的として、住民税非課税の方・小さな
乳幼児のいる子育て世帯を対象に、湖東３町内（五城目
町・八郎潟町・井川町）の取り扱い店舗で使用できるプ
レミアム付商品券を発行・販売します。
▶対象となる方
　・住民税非課税の方
　　�　平成31年１月１日時点で五城目町に住民票があ
り、平成31年度の住民税（均等割）が課税されて
いない方。ただし、住民税が課税されている方と生
計同一の配偶者・扶養親族、生活保護などを受給さ
れている方を除きます。

　・小さな乳幼児のいる子育て世帯
　　�　五城目町に住民票があり、平成28年４月２日か
ら令和元年９月30日までに生まれた子が属する世
帯の世帯主。

▶購入引換券の入手方法
　・住民税非課税の方
　　�　町が、対象となる見込みの方へ８月下旬から購入
引換券の交付申請の案内を郵送しています。同封さ
れた申請書に必要事項を記入して11月29日㈮まで

に五城目町プレミアム付商品券担当室（役場庁舎３
階）へ提出してください。申請書を受付した後に審
査を行い、購入対象者と認めた方に９月下旬以降か
ら購入引換券を郵送します。

　※�交付申請の案内が届かない方は、町商工振興課へお
問い合わせください。

　・小さな乳幼児のいる子育て世帯
　　�　町が、対象となる世帯の世帯主に購入引換券を郵
送します。（申請不要）

　※�子どもの生年月日が、平成28年４月２日〜令和元
年８月31日の世帯が９月下旬発送、令和元年９月
１日〜30日の世帯が10月中旬発送となります。

▶購入単位　�１セット　5,000円分（500円券10枚
綴）を4,000円で販売します。購入引換券
１枚で最大５セットまで購入できます
（25,000円分の商品券を20,000円で購
入できます）。

▶購入方法　�購入引換券をお持ちのうえ、直接町内の郵
便局（五城目・内川）にてご購入いただけ
ます。

▶販売期間　10月１日㈫〜令和２年２月28日㈮
▶使用期間　10月１日㈫〜令和２年２月29日㈯

五城目町・八郎潟町・大潟村の３町村で構
成される「南秋地域公共交通活性化協議会」
では、１０月１日に路線バス「八郎潟線」と「大
潟村マイタウンバス」を統合し、新たに「南
秋地域広域マイタウンバス」を運行します。
これにより、３町村の観光施設や商業施設、

駅、病院などがバスルートで結ばれることに
なり、乗り換えなしで移動できるようになり
ます。
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お問い合わせ　給付金専用ダイヤル（☎0570・05・4092（ナビダイヤル））

申請・お問い合わせ　町商工振興課（☎852・5222）

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額
が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務
手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
●対象となる方
▶老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上であること
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっていること
・�年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
であること

▶障害者基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下であること

●請求手続き
❶平成31年４月１日以前から年金を受給している方
　対象となる方には、日本年金機構から請求手続き
のご案内が９月上旬から随時届きます。同封のはが
き（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出し
てください。
❷平成31年４月２日以降に年金を受給し始めた方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区
町村で請求手続きをしてください。

●�日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内
にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞き
したり、手数料などの金銭を求めることはありません。
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詳細な運行時刻やルートについては、
各世帯に配布した時刻表をご覧ください。
なお、時刻表は町ホームページにも掲

載しています。

お問い合わせ　南秋地域公共交通活性化協議会事務局（町まちづくり課内　☎852・5361）

●普通運賃　隣の町村までは片道200円、五城目町〜大潟村間は片道400円です。
●小児運賃　小学生は普通運賃の半額、乳幼児は無料です。
●大潟村の村内循環線は１乗車200円です。
●障がい者は普通運賃の半額、小児障がい者は小児運賃の半額です。
●�第１種身体障害者手帳、療育手帳A、12歳未満の第２種身体障害者手帳及び12歳未
満の療育手帳B所持者の介護者については、１人まで普通運賃の半額です。

●�お得な定期券は９月17
日㈫から秋田中央トラン
スポート㈱五城目営業所
にて販売します。
●�秋田中央交通㈱が発行し
ている各種回数乗車券も
ご利用できます。

五城目町では、バスの利用促進と、利用者の意見を収集することを目的に、利用者モニター
を募集します。モニターになっていただける方には、運賃の補助券を差し上げます。

●対　象　者　五城目町に住所を有する方
●応 募 条 件　�１世帯１人まで応募可能とします。
　　　　　　　　�バス利用後にアンケート調査にご協力いただきます。
●募 集 人 数　�50人（先着順）
●募 集 期 間　９月17日㈫〜30日㈪
●応 募 方 法　�五城目町役場３階まちづくり課にて、申込書にご記入いただきます。住所

を確認できる健康保険証などをご持参ください。電話での申し込みや、代
理の方の申し込みは受け付けません。

●モニター特典　�五城目町〜大潟村間をご乗車いただく場合、普通運賃400円のところ、
200円で乗車できる補助券を10枚差し上げます。

　　　　　　　　�補助券の有効期限は12月末日までとします。


